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◆理事長メッセージ◆ 

***新年に思う*** 

「優先座席」を設置しなければならない社会であることを悲しいと思う。座席はもともと譲りあう

ものである。私たちの社会は，「席を譲られる人」と「席を譲る人」という人と人との固定化した関

係を作ってしまっているかのように思える。こうした現象は，人それぞれの自発的意思のもとに行わ

れるはずの互助の精神には程遠く，私たちの地域社会で何らかのトラブルや問題が起こりやすくなっ

ていることを前提として，事前に責任の所在を人と人との間に組み込んでおこうとする目に見えない

第三者の事なかれ主義以外の何ものでもない。 

人はストレスがかかったときに，特定の誰かのせいにすることで，集団のバランスを維持しようと

する方向へ振れてしまう危うさをつねに有している。パワーハラスメント，虐待，体罰，いじめなど

の社会問題が起きるたびに，家庭，学校，職場などの中に，責めを負うべき特定の「誰か」の犯人探

しが繰り返される。これも人と人との固定化した関係といえよう。マスメディアと地域社会が演出す

る謝罪会見場面が終われば，本当は何が問題だったのかという肝心なことへの人々の関心は急速に薄

れて行く。スケープゴーティングは，人々の心に深い闇の世界を残していく。誰かに期待したり誰か

のせいにすることではなく，一人ひとりが自分の内なる声と向き合うことに立ち戻らなければならな

いと思う。 

 座席を譲る人になることもできれば，譲られる人にもなることもできる社会は，私たちが，あると 

きは相談する人にもなれば，あるときは相談される人にもなれる社会でもある。私たちが目指すとこ 

ろは，人と人とのつながりに，グリーフワークという心の過程が行き交う地域づくりである。人は誰 

も与えられた時を生きるなかで苦難や別れを経験し，悲しみに打ちひしがれ，二度と立ち上がれない 

のではないかと思ってしまうことさえある。喪失に伴う痛みの記憶は人生の歴史に刻まれて行く。そ 

れでも，人は，希望に向けて再び歩みを進めることができる心の過程のなかに生きていると信じたい。 

グリーフワークが地域に浸透して行くには，気が遠くなるほどの時間とエネルギーを要することか 

もしれない。葉の先から滴る雫が，乾いた大地に一筋の流れをつくり，それがどこかで別の芽吹きを 

促していくがごとくである。しかし，グリーフワークへの理解が，人々の心の再生を助けるものであ 

りいのちを慈しむことであるという確信が，長い道のりを支えてくれる。なにごとも，近道はない。

一人ひとりの哀しみに，心を寄せて取り組むことを大切にしていきたい。 

 

グリーフワークかがわの活動へのご支援を，これからもよろしくお願い申し上げます。 

 

   2013年 1月 25日 

                                  グリーフワークかがわ 

                                   理事長  杉山洋子 

 

 2013（平成 25）年 1 月 31 日 グリーフワークかがわ広報部 



◆おしらせ◆ 

第 7回通常総会（2012 年度第 2 回通常総会）について 

2013年 3月 10 日（日）13：30～14：30 高松市男女共同参画センターで開催します。 

2013年度事業計画，収支予算案をお諮りします。 

正会員のみなさまのご出席をよろしくお願い申し上げます。   

 

 

◆1月 20日 第 45回理事会開催される◆ 

報告事項 

① 2012年度香川県地域自殺対策緊急強化基金事業の経過報告 

担当理事より，電話相談支援事業，対面型相談支援事業，人材養成事業について報告され，2012

年度 12月期収支決算書（事業別）（案）をもとに，2012年 12月末までの支払い状況についての説

明がなされた。 

②第 5回・第 6回相談担当者会議（12月 16日・1月 20日）について 

 第 5回会議で，ホットラインからヘルプラインへの流れをつくる必要性について議論されたこと

で，ホットラインの留守番電話応答メッセージをヘルプラインの電話番号を案内するものに変更し

た旨の報告があった。また，第 5回・第 6回会議を通して個別相談事業について審議され，実施要

領に基づき GWK本体事業として位置づけること，また，名称を「うつ病予防カウンセリング」とし，

「あなたのブルーな気分に寄り添います」をキャッチコピーとすることが案としてあげられ，これ

を理事会の審議事項とする旨の報告がなされた。 

第 6回会議では，ヘルプラインカウンセラー養成講座についての疑問点が出され意見交換が行わ

れたが，これについては，次回の講師・担当者合同会議の中で議論されるべきものとして了承され

た旨についても報告があった。 

③相談担当者研修（第 1回 2012年 12月 19日） 

  2012 年 12 月 19 日（水）18：00～20：00 に，相談担当者研修としてスーパービジョンが行われ

たことが報告された。 

 

審議事項 

第 1号議案  第 7回通常総会，第 8回通常総会について 

第 7回通常総会（2012年度第 2回通常総会）は，2013年 3月 10日（日）13：30～14：30，第 8回

通常総会（2013 年度第 1 回通常総会）は，2013 年 5 月 12 日（日）13：30～14：30 に開催し，両日

とも総会終了後に理事会を開くこと，並びに議案について事務局からの説明があり了承された。 

 

第 2号議案  2013年度事業計画，収支予算案について 

2013年度事業案，収支予算案とも事務局案を修正し，次回理事会で議論することが了承された。 

 

第 3号議案  認定 NPO法人に関する共同研修について 

担当理事より 2013 年 2 月 17 日（日）13：30～16：00 に開催される「認定 NPO 法人に関する共同

研修」についての説明があり，会員の出欠と講師への質問をとりまとめている旨の報告があった。 

 

 



第 4号議案  広報活動について 

担当理事より 12 月～1 月に行われた広報活動の進捗状況についての報告があり，今後の予定とし

て小豆地区の関係機関，中讃地区の関係機関への訪問について説明があり了承された。 

 

第 5号議案  個別面談による相談事業について 

第 5回・第 6回相談担当者会議で，個別相談事業実施要領をもとに，GWK本体事業として「うつ病

予防カウンセリング」をスタートさせることについて議論がなされた旨の報告があった。人材の確保，

役割分担，チラシ作成，ホームページへの掲載，関係機関への周知などの準備が必要であることにつ

いて確認がなされた。 

開始の時期は，2013 年度第 1 回通常総会終了後の 6～7 月が適当ではないかとの意見をもとに，4

月にカウンセラーの募集・認定，5 月に事前研修，5～6 月に広報，6～7 月に開始というタイムスケ

ージュール案が提示され，了承された。 

今後の検討事項は，①スーパービジョン②開設日時③カウンセラーに対する報酬④料金などである

が，詳細については次回理事会で議論することが了承された。また，施行細則を定めたうえで，会員

を対象とした事業説明会を開く必要性についても議論がなされた。 

 

 

◆2月 10日 第 46回理事会開催される◆ 

報告事項 

① 2012年度香川県地域自殺対策緊急強化基金事業の経過報告 

担当理事より電話相談支援事業と対面型相談支援事業の経過について報告がなされた。 

② 相談担当者研修（第 2 回 2013 年 1 月 23 日）報告 

2013 年 1 月 23 日（水）18：30～20：30 に，相談担当者研修としてスーパービジョンが行われた

ことが報告された。 

② ＮＰＯ法人会計研修（中級編）参加報告（１月 23 日 10:00〜12:30） 

１月 23 日（水）にサンポートホール高松にて NPO 法人会計研修への参加報告がなされた。内容

は「NPO 法人会計基準を学ぼう！」。NPO 法改正と NPO 会計基準の位置づけ，財務諸表の体系，

財務諸表の注記について。GWK の現在の「収支計算書」の書き方は概ね差し支えないこと，「収

支計算書」を「活動計算書」に変更するために，一部の科目変更と計算上の操作が必要であるこ

とが確認できたと報告された。 

 

審議事項 

第１号議案  2012年度補正予算案，2013年度事業計画，収支予算案について 

 事務局より，2012年度補正予算案について，平成 24 年度香川県地域自殺対策緊急強化基金事業費

補助金額が 2012年 3月 11日開催の第５回通常総会において承認されたことから変更があったため，第

7回通常総会での承認を得る必要があることの説明があった。 

 また，2013 年度事業計画，収支予算案については，継続審議とし，2 月 18 日（月）18:30〜第

47 回理事会を招集し，集中審議することで了承された。 

 

 



第２号議案  第 7回通常総会について 

 事務局より，第７回通常総会の案内文と事業計画書の提出があり事務局案で了承された。総会の案内

文書は正会員 38名への発送作業を２月 23日（土）の 13:30から行う。さらに，総会の出欠通知は３月

４日までに理事長宛にメールまたは郵送で通知すること，出欠の取りまとめは森岡理事が行うことで了

承された。また第７回通常総会における役割分担について理事長案で了承された。事業案説明は各担当

理事から行う。 

  

第３号議案  2012年度ヘルプラインカウンセラー養成講座について 

杉山理事長より 2012年度ヘルプラインカウンセラー養成講座の終了報告と，講師・担当者合同会議（第

３回）についての報告があった。この会議の内容を踏まえて，2013年度のヘルプラインカウンセラー養

成講座の開催時期，インターバル，内容等については検討課題とされ，相談担当者会議と理事会で議論

していくこと，また会議室については仮予約として 9月中旬から 12月にかけて８回押さえていること，

このことを 2 月 17 日に開催される第７回相談担当者会議で杉山理事長より説明し，検討してもらうこ

とで了承された。 

 

第４号議案 2012年度ヘルプラインカウンセラー資格認定について 

杉山理事長より提出された「特定非営利活動法人グリーフワークかがわ ヘルプラインカウンセラー

資格認定規則第九条に規定するグリーフカウンセラー資格認定委員会について（案）」は，提出内容の

とおり了承された。この資格認定規則は 2013年 2月 10日付けとする。 

現在４名から認定申請があり，認定会議は 2 月 24 日と 3 月 3 日に開催，3 月 4 日付で結果を通知し，

3月 19日までに登録を行うことで了承された。 

 

第５号議案 新ヘルプラインカウンセラー登録者の事前研修について 

新たに登録される新ヘルプラインカウンセラーを対象とした事前研修の計画を，相談担当者で年度内

に開催できるように計画することで了承された。また，希望があれば既存のヘルプラインカウンセラー

も事前研修に参加できること，今後は個別相談も含めた研修を数回開催することで了承された。 

 

第６号議案 広報活動について 

 担当理事より，関係機関への訪問について報告があり，次回は 2月 25日に琴平・まんのう・善通寺・

三豊・観音寺にある関係機関への訪問を行うことで了承された。当日のスケジュールは曽利が作成し，

杉山理事長から関係機関へアポイントメントを取ることで了承された。 

 

第７号議案  個別面談による相談事業について 

2月 17日に開催される第７回相談担当者会議で杉山理事長が案を提出し，具体的な議論を行うことで

了承された。 

 

第８号議案 2013年度事業担当者について 

 2013 年度の事業は 2012 年度に行った会員意向調査内容に基づいて担当してもらうことで了承された。 

 

 



***** 編集担当者よりごあいさつ ***** 

今月号から，ニュースレターの編集は主に植村が担当することになりました。これまでの 

編集担当のみなさまにご助言をいただきながら務めていきたいと思います。理事をはじめ， 

会員のみなさまからの積極的なご寄稿をお待ちしています。また編集担当から原稿をお願い 

するときにはご協力をよろしくお願いします。 

 

 

 

今後の予定 

2 月 17日（日）10：00～11：30  第 8回相談担当者会議 

   2月 17日（日）13：30～16：00  認定ＮＰＯ法人に関する共同研修 

   2月 24日（日）         ヘルプラインカウンセラー資格認定面接，認定委員会 

   2月 27日（水）18：30～20：30  第 3回相談担当者研修 

   3月 3 日（日）          ヘルプラインカウンセラー資格認定面接，認定委員会 

   3月 10日（日）10：00～11：30  グループミーティング 

   3月 10日（日）13：30～14：30  第 7回通常総会 

   3月 10日（日）14；45～16：30  理事会 

   3月 13日（水）18：30～20：30  第 4回相談担当者研修 

   3月 17日（日）10：00～11：30  第 9回相談担当者会議 

  


